
 

令和６年度事業計画 

 

○公益社団法人下松市シルバー人材センター 

 １ 基本方針  

  我が国の経済は、コロナ禍の影響によって経済活動の停滞・抑制を余儀なくされま

したが、昨年５月に感染法上の５類への変更により行動制限も緩和され、コロナ前の状

況に戻るという期待が高まっています。 

しかしながら、緊迫した国際情勢や円安の定着による物価高騰などが、経済情勢に

悪影響を及ぼすとの懸念が広がっています。こうした中、政府は、物価上昇率を超えた

賃上げに伴う所得の増加を目標に掲げ、新しい資本主義を起動し、成長と分配の好循

環を実現して、経済を自律的な成長軌道に乗せていくとしています。 

一方、国が推進している働き方改革においては、地域における多様な雇用・就業機会

の確保について、その担い手としてのシルバー人材センター（以下、「センター」とい

う。）に大きな期待が寄せられていますが、センターを取り巻く環境は、改正高年齢者

雇用安定法により民間事業所での雇用機会が７０歳まで延長されるなど、新規入会会

員の確保が厳しく会員数の減少が続いています。これは全国のセンター共通の問題で

あり、会員の拡大は喫緊の課題となっています。 

当センターとしては、高年齢者が活躍できる社会を支援する公益社団法人として、地

域に信頼されその期待に応えるため、健全な財政基盤の確立と効率的なシルバー事業

の展開を図りながら、会員数の増加、就業機会の確保・拡大等に努め、市内高年齢者の

多様な就業・社会参加の促進を図っていくこととします。 

  また、昨年からインボイス制度が導入され、さらにフリーランス新法の施行（令和６

年秋頃）に伴い、会員、センター、発注者における契約の見直しが検討されており、会

員への影響が及ばないよう県シ連等関係機関と連携して対応します。 

なお、契約の見直しに伴い事務の効率化のため、会員のスマホなどの活用が必要とさ

れているため、デジタル技術の活用（スキルアップ）を推進します。 

   

２ 事業計画 

（１）会員の拡大 

  ① 毎月１回の定期的な入会説明会の開催について、市広報紙などマスメディアを通じ 

て周知を図り、就業人員の拡大につながる新規会員の確保に努めます。 

② 会員１人１会員獲得運動として、県シ連が実施している会員紹介報奨制度を活用し

ながら、会員の口コミ活動等による積極的な入会勧誘により、新規会員の獲得に向け、

会員と役職員が一丸となって取り組んでいきます。 

③ センター主催の介護予防セミナーや健康教室などを通じて、女性会員の加入促進に

努めます。また、ハローワークでの高齢求職者のシルバーへの誘導（入会説明会の参加

等）に努めます。 



  

（２）就業機会の確保・拡大 

① 公共団体、民間事業所、一般家庭から就業情報を収集するなど就業機会の確保に努

めます。               

② 適正な事業運営に取り組むとともに、労働者派遣事業の推進を図り、就業機会の拡 

大に努めます。 

③ 就業開拓推進員による市内各住戸への受注 PRチラシのポスティングや住戸者と 

の面談を通して受注拡大に努めます。 

④ 職業紹介事業の推進を図り、就業機会の創出に努めます。 

⑤ 独自事業の「正月飾り製作班」、「布倶楽部」の事業活動を推進し、新たな事業の調

査・開拓を進め、体制強化と販路の拡大に努めます。 

（３）安全・適正就業の推進 

① 安全委員会等での審議を基にした「安全就業基準」や「安全就業基準指導要綱」の

周知徹底を図り、『事故ゼロ』を目指します。 

②「安全・適正就業推進大会」を開催し、会員の安全及び適正就業への意識の向上に 

努めます。 

③「適正就業基準要綱」に基づく適正かつ公平な就業の推進に努めます。 

 ④ 就業相談窓口を活用して、就業の適正化に努めます。 

（４）普及啓発活動の推進 

① 市広報やホームページの活用、また、行政等が開催する行事に積極的に参加し、 

シルバー事業のＰＲと効果的な普及啓発活動を推進します。 

②「シルバー事業普及啓発促進月間」にボランティア活動を実施し、地域社会に信頼 

されるシルバー事業の浸透を図ります。 

③「下松市シルバー人材センター グラウンド・ゴルフ大会」が、市民と会員との交 

流の場であるとともに、シルバー事業の普及啓発の場となるよう努めます。 

④ 会報「星のさと」及び「事務局だより」等を会員及び関係機関等へ配布し、情報提  

 供と普及啓発に努めます。 

（５）組織体制の充実・強化 

   ① 公益社団法人として法令遵守に努め、活力ある地域社会づくりに寄与します。 

   ② 「第４次中期基本計画」（令和６年度～令和１０年度）の目標達成に向けて各種事

業の取り組みを推進します。 

   ③ 理事会及び各専門委員会等の機能充実を図り、効率的な運営に努めます。 

   ④ 事務局機能の効率化・簡素化を図り、会員主導型の事業展開を推進します。 

（６）講習会・研修会の開催 

① 地域社会からの多様なニーズに対応するため、講習会・研修会への積極的な参加促 

進を図り、会員の資質向上に努めます。 

   ② 会員・役職員を対象とした研修会及び親睦会を開催します。  



 

○下松市勤労者総合福祉センター 

 

 １ 基本方針 

（１）指定管理者制度に基づく指定（令和６年度～令和１０年度）を受けていることに伴

い、制度の趣旨を踏まえ、より一層の利用者の拡大と健全な運営に努めます。 

（２）勤労者の福祉の充実と勤労意欲の向上を図る施設として、有効な利用促進を図り

ます。 

（３）行政機関や各種団体、一般市民との協力関係を構築しながら、健康の保持、体力の

増進、教養文化の向上を図るとともに、職業支援事業の推進と施設の安全・円滑な

管理運営に努めます。 

 

２ 事業実施計画 

   新型コロナが５類に移行しましたが、完全に収束するまでは気を緩めず、感染対策

を実施することとします。 

 （１）施設の利用促進 

   ① 設置目的に沿った公平な利用促進を図ります。 

  ② 市広報等の活用、パンフレット等の配布による広報活動を積極的に展開し、利 

用拡大に努めます。 

  ③ 施設・設備の良好な維持管理のため、日常点検及び定期点検を実施し、利用者 

の安全に努めます。 

（２）体力づくり 

健康の維持管理や体力増進の場として、体育室とトレーニング室の利用促進を図

ります。 

（３）教養文化 

自主事業の開催、自己啓発のための趣味、創作活動の講座・教室の開催を支援し、

施設の利用促進を図ります。 

（４）就業支援 

就職情報を提供し、職業技能講習会の場として利用促進を図ります。 

 

３ 自主事業 

 （１）フラワーデザイン教室   

（２）囲碁・将棋同好会 

 

 

 

 


